
三重まるごと自然体験実践支援交付金要領 

 

平成２７年５月１２日制定 

 

第１ 総則 

 三重まるごと自然体験実践支援交付金（以下、「実践交付金」という。）の交

付に関しては、三重県補助金等交付規則（昭和３７年三重県規則第３４号）及

び農林水産部関係補助金等交付要綱（平成２６年三重県告示２２５号）に規定

するもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

第２ 趣旨 

 三重県が誇る山・川・海の豊かな自然を「体験」という方法により生かして、

県内外から多くの人を呼び込めるよう、県内の「自然体験プログラム」をより

魅力的なものにブラッシュアップするための取組を支援する。 

 

第３ 事業内容等 

 実践交付金の事業内容、事業実施主体及び実践交付金の交付を受けるための

採択要件等は別紙のとおりとする。 

 

第４ 事業の公募及び選定 

 事業実施主体は、別に定める「三重まるごと自然体験実践支援交付金公募要

領」に基づき企画案を公募・審査し選定する。 

 

第５ 事業実施期間 

 実践交付金で実施する事業の実施期間は単年度とする。 

 

第６ 助成 

 三重県は、毎年度予算の範囲内で、実践交付金により実施する事業において

必要となる経費について、事業実施主体に定額で助成するものとする。 

 なお、助成額の上限は 1,000千円とする。 

 

第７ 事業実施の手順 

 事業実施主体は、要領第４の企画案の選定を受けてから１ヶ月以内に様式第

１号及び第２号により、事業実施計画を作成し、知事に申請し承認を受けるも

のとする。 

 



第８ 事業実施計画の変更 

１ 事業実施計画に以下の重要な変更がある場合には、第７の規定を準用す 

る。 

    ①事業実施主体の変更 

    ②個別事業の根幹に関わる取組内容の変更 

    ③事業費総額の 30%を超える増減 

２ 重要な変更にあたらない軽微な変更がある場合には、その異同を県に報 

告するものとする。 

 

第９ 事業実施後の措置 

 １ 事業実施主体は、事業が完了したときは、様式第１０号及び第２号によ

り、事業実績報告を作成し、知事に提出するものとする。 

 ２ 事業実績報告の知事への提出期限は、事業完了の日から起算して１ヶ月

以内、または補助金交付を決定した年度の末日のいずれか早い日までとす

る。 

   ただし、補助金の全額が概算払いにより交付された場合は、翌年度の４

月２０日までとする。 

 

第１０ 交付金交付決定前着手について 

 事業の着工は、原則として、交付金交付決定通知後とするが、当該年度にお

いてやむを得ない事情により、事業実施計画承認後、交付決定前着手の必要が

ある場合は、その理由を明確に明記した交付金交付決定前着手届（様式第３号）

をあらかじめ知事に提出するものとする。 

 

第１１ 他事業との連携における留意点 

 円滑かつ効果的な事業の推進を図る観点から、次に掲げる事業との連携に留

意の上実施するものとする。また、これら他事業の助成金と重複しないように

すること。 

 ・農山漁村活性化プロジェクト支援交付金による事業（農林水産省） 

 ・食と地域の交流促進対策交付金による事業（農林水産省） 

 ・都市農村共生・対流総合対策交付金による事業（農林水産省） 

 ・子ども農山漁村ふるさと体験受入モデル体制整備支援交付金による事業 

（三重県地域連携部） 

 ・みえ地域コミュニティ応援ファンド助成金交付事業（三重県雇用経済部） 

・みえ農商工連携推進ファンド助成金交付事業（三重県雇用経済部） 

 



第１２ 会計経理の適正化 

 １ 事業実施主体は、実践交付金の経理と他の事業の経理を明確に区分して

取り扱うものとし、実践交付金の運用の適正化を確保するものとする。 

 ２ 実践交付金の使用は、事業実施計画に規定した内容に基づいて行い、そ

の都度領収書を受領するとともに、会計責任者は支出内容が明確に確認で

きる書類を整備するものとする。 

 ３ 金銭の出納は、金銭出納簿により行うとともに、領収書等金銭の出納に

関する書類は、日付順に整理するものとする。また、この場合において、

必要に応じて金融機関に預金口座等を設けること。 

 ４ 県は必要に応じて、事業実施主体に対し、実践交付金に係る経理が適切

に行われるよう指導するものとする。 

 ５ 関係書類は、事業完了年度の翌年度から５年間保管するものとする。 

 

第１３ 交付金申請等の手続き 

 １ 事業実施計画の承認後、１ヶ月以内に交付金交付申請書（様式第５号）

を知事に提出するものとする。 

 ２ 第８第１項に該当する事業計画の変更又は中止、廃止の承認を受けよう

とするときは、事業計画変更（中止、廃止）承認並びに補助金等変更交付

申請書（様式第６号様式）に、変更の理由及び変更内容又は中止、廃止の

理由を記載した書類を添付し、速やかに知事に提出するものとする。 

 ３ 前項に該当しない軽微な変更により、交付決定額に変更を生じる時は変

更交付申請書（様式第７号）を速やかに知事に提出するものとする。 

 ４ １２月３１日現在の事業進捗状況を、交付金状況報告書（様式第９号）

により、翌年１月１５日までに知事に提出するものとする。 

 ５ 事業完了後、第９第２項に定める日までに実績報告書（様式第１０号）

を知事に提出するものとする。 

 ６ 実績報告書の提出後、県の担当職員が実績調査を実施し、領収書の写し

等を調査のうえで交付金の額を確定して通知するものとする。 

 ７ 精算払い請求書を提出した後、交付金を支払うものとする。 

 ８ 事業遂行上必要な場合は、概算払請求書（様式第８号）により概算払請

求を行うことができるものとする。 

 

第１４ 暴力団排除のための措置 

 １ 申請を行った法人等又はその役員等が、「三重県の交付する補助金等から

の暴力団等排除措置要綱」別表に掲げる一に該当する者であると確認され

たときは、交付金の交付の決定を行わない。 



 ２ 交付金の交付決定にあたっては、「三重県の交付する補助金等からの暴力

団等排除措置要綱」第７条（交付決定の取消）及び第８条（不当介入に対

する措置）に基づく措置に関して条件を付すこととする。 

 

附則 

 １ この要領は、平成２７年度分の交付金から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

三重まるごと自然体験実践交付金の事業内容等 

 

１ 事業実施主体 

（要件） 

次に該当する団体で、自ら「自然体験プログラム」のブラッシュアップに取

組む団体が助成の対象となります。  

①公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人  

  ②特定非営利活動法人  

  ③①及び②以外の法人格を有する団体   

  ④法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っていると認められ

る団体 

  ※代表者の定めがあり、意思決定の方法、事務処理並びに会計処理の方法

及び責任者、公印の管理並びに使用の方法及び責任者、内部監査の方法等

を明確にした規約等が定められていること。 

 

２ 事業内容 

 観光、アウトドアスポーツ、教育に関係する民間企業のノウハウ等の活用、

異業種との連携、地域を越えた連携などにより、新たな「自然体験プログラム」

を開発・実践することとし、対象となる経費は以下のとおりとする。 

①民間企業、他地域などとの連携に要する経費 

②新たな「自然体験プログラム」を実践する人材育成に要する経費（講座の受

講、研修会の開催等） 

③新たな「自然体験プログラム」の開発に要する経費 

④新たな「自然体験プログラム」の情報発信に要する経費（パンフレット、ホ

ームページの作成等） 

⑤新たな「自然体験プログラム」の実践に要する経費（モニターツアー等） 

⑥その他必要性が認められる経費 

 ⑦備品購入や施設整備に要する経費については、新たな「自然体験プログラ   

ム」の実践に真に必要なものに限り認めることとし、その総額は助成額の２

分の１未満とする。 

 

３ 開発・実践した「自然体験プログラム」の公開 

 実践交付金を受けて開発・実践した「自然体験プログラム」の水平展開を図

るため、プログラムは広く公開すること。 

 



 

３ 交付対象経費 

区  分 経  費 

１報償費 

２旅費 

３賃金 

４需用費 

５役務費 

６委託料 

７使用料及び賃借料 

 

８負担金 

９その他 

講師謝金 

旅費 

日々雇用者賃金 

消耗品費、燃料費、講師等食糧費、印刷製本費 

通信運搬費、広告料、手数料、賠償責任等保険料 

委託料 

会場借り上げ料、有料道路使用料、レンタカー等借り

上げ料、バス借り上げ料 

研修会、セミナー、講座等参加にあたっての負担金 

上記以外で必要性が認められる経費 

 

 

 


